
ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーが天馬＜7
958＞株式の大量保有報告書を提出

天馬＜7958＞について、ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーが7月29日付で
財務局に大量保有報告書（5%ルール報告書）を新規提出した。

提出理由は「提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、
重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性
がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、
最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して
正式に行うことを検討する可能性がある。」によるもの。

報告書によると、ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーの天馬株式保有比率は、
5.01%と新たに5%を超えたことが判明した。

報告義務発生日は、2014年7月22日。


